
福島県公益通報制度の流れ（外部通報フロー図）

通報対象事実の発生

通 報 者 ※ 1 、2

通報案件の担当行政機関や

通報の対象等がわからない場合

県 民 広 聴 室

（ 県 政 相 談 室 ）

相 談

教 示 県 各 担 当 課 等

処分権限なし

教 示

国・市町村等担当窓口 処 分 権 限 あ り

公益通報以外 公益通報該当

不受理又は情報提供 受 理

として受付 （受理後のフローは次頁）

※ 1 労働者等のほか、退職者、役

員等、事業者による通報対象事

実を知りうる立場にある者から

の通報も受け付ける。

※ 2 匿名でも、可能な限り、実名

の通報と同様の取り扱いを行う

よう努める。

※ 3

※ 3 １年を超えた退職者、取

引先事業者等（労働者等

以外）からの通報は、法

で定める公益通報には該

当しないが、公益通報と

同様に取り扱う。



受 理

通 報 者

調査の必要な 調査の必要あ

し り

他の利益に配慮しつつ 調 査
調査の進捗状況を適宜

通知 調 査 の 実 施

他の利益に配慮しつつ

調 査 の 終 了

調査結果を通知

通報対象事実 通報対象事実

な し あ り

是正措置

他の利益に配慮しつつ 法令に基づく措置

措置について通知

その他適切な措置

通報処理の終了


